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平成1９年６月25日(月曜日）

午前10時４分開会

会議に付した案件

○概要説明

県土整備部

１．建設産業の活性化について

商工観光労働部

１．誘致企業の雇用状況等について

２．中小企業融資制度について

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 外 山 三 博

委 員 福 田 作 弥

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 川 添 博

欠 席 委 員（１人）

委 員 山 下 博 三

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

県土整備部次長（総括） 濵 砂 公 一

県土整備部次長
山 田 康 夫

（道路・河川・港湾担当）

県土整備部次長
江 川 雅 俊

（都市計画・建築担当）

管 理 課 長 持 原 道 雄

部 参 事 兼
児 玉 幸 二

技 術 検 査 課 長

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長
河 野 富 二 喜

（ 商 工 担 当 ）

部参事兼商工政策課長 内 枦 保 博 秋

新産業支援課長 矢 野 好 孝

地域産業振興課長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

観光・リゾート課長 橋 口 貴 至

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

企業立地対策監 森 幸 男

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

事務局職員出席者

政策調査課主事 近 田 暁 洋

議 事 課 主 査 山 中 康 二

○外山衛委員長 ただいまから産業活性化・雇

用対策特別委員会を開会いたします。

まず、きょうの日程でございますけれども、
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お手元に配付の日程（案）をご覧ください。ま

ず、県土整備部に「建設産業の活性化について」

説明をいただきます。次に、商工観光労働部に

「誘致企業の雇用状況等について」、また「中小

企業融資制度について」説明をしていただきま

して、その後に、７月に予定しております県南

調査の計画等についての御協議をいただきたい

と思います。このように取り進めてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山衛委員長 それでは、そのように決定い

たします。

では、これから執行部の説明に入ります。執

行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時７分再開

○外山衛委員長 委員会を再開いたします。

県土整備部においでいただきました。概要説

明に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げま

す。

このたび、委員長に選任いただきました外山

衛でございます。今、談合問題を受けて大変な

状況になりますが、当委員会、産業活性化と雇

用を対象とした委員会でございます。向こう１

年間、調査活動を実施いたしますが、また、皆

様には、当委員会の調査の一環として御協力を

お願いしたいと思います。大変難しい課題が山

積しておりますけれども、解決の、あるいはい

い方向へ向かう一助になればと思って当委員会

を進めていきたいと思っております。

委員会の委員につきましては、お手元に配付

の名簿がございますので、省略いたします。ま

た、執行部につきましても、幹部職員名簿がお

手元にございますので、これも省略をいたしま

す。

それでは、概要説明をお願い申し上げます。

○野口県土整備部長 県土整備部長の野口でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

私どもが所管しております業務は、安全で快

適な暮らしの確保や地域の自立ある発展を図る

ため、社会資本の整備を初めとする県勢発展の

基盤となる県土づくりを進めていくことでござ

います。また、同時に、公共事業の執行を通じ

まして、本県の景気浮揚や雇用対策など、地域

経済の活性化に果たす役割も重要なものである

と考えております。

本日は、「建設産業の活性化について」、この

後、管理課長から御説明申し上げますが、職員

一丸となりまして、今後とも、県土整備行政の

推進に取り組んでまいりたいと考えております

ので、委員の皆様におかれましては、引き続き

御指導、御支援のほどよろしくお願いいたした

いと存じております。

なお、本日出席しております職員の紹介は、

委員会資料１ページに記載しております名簿に

より紹介にかえさせていただきます。

以上でございます。どうかよろしくお願いい

たします。

○持原管理課長 管理課でございます。「建設産

業の活性化について」御説明いたします。

初めに、本県建設業の姿についてでございま

す。

配付資料の２ページをお開きください。現在

公表されておりますデータでは、平成16年度県

内の総生産は３兆5,937億円で、そのうち建設業

は全体の8.6％、3,097億円となっております。

次に、事業所数でございますけれども、全体

の11.7％、6,596事業所でございまして、従業者

数は、平成17年の国勢調査によりますと、５
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万6,650人、全体の10.2％となっておりまして、

事業所数、従業者数とも県内の約１割を占めて

おります。

次に、建設投資額と建設業許可業者数の推移

についてでございます。過去20年間の状況を見

ますと、建設投資のピークは平成５年度の8,384

億円で、その後、徐々に減少いたしまして、平

成17年度には5,287億円にまで大きく減少いたし

ております。その水準から申しますと約６割の

水準でございます。ここには出ておりませんけ

れども、国の状況、国家全体の建設投資の状況

を見ますと、平成４年度が84兆円でピークでご

ざいます。そして、平成18年度の見込みでは53

兆ということで、我が県における建設投資と同

様に、約６割の水準、４割が減少しているとい

う状況でございます。一方、建設業者数でござ

いますけれども、平成５年度、6,023社で、その

後若干の増減はございますけれども、ほぼ横ば

いで推移いたしまして、平成17年度末には5,817

社とやや減少し、ここには書かれておりません

けれども、平成18年度末で5,525社を数えており

ます。建設投資額の大幅な減少と比較いたしま

すと、建設業者数の減少幅は小さく、全国的に

も言われておりますけれども、需要と供給がア

ンバランスな状況にございます。

本題でございます新分野進出など、建設産業

の活性化についての取組を御説明申し上げます

前に、若干、建設業の倒産・廃業等について御

説明申し上げます。資料３ページ、下段の参考

１のところをご覧ください。平成12年度、89件

の倒産がございまして、その後、倒産件数は徐々

に減少傾向にございましたけれども、平成19年

度に入りまして、４月、５月の２カ月間で８件

の倒産が発生いたしております。倒産の原因を

見ますと、売り上げ不振のほか、放漫経営、運

転資金の不足が主な原因とされております。一

方、廃業の状況でございますけれども、建設業

法に基づく廃業届が提出されました件数は、平

成12年度以降、増加傾向にございます。19年度

は、４月、５月の２カ月で24社から廃業届が出

されております。また、一方では、新規の建設

業の許可も毎年度行われておりまして、毎年度、

約150件の新規の許可が出されておるところでご

ざいます。倒産しました建設業に従事していた

従業者数につきまして、下のほうに記録してお

りますけれども、17年度が29社に306人、平成18

年度が30社で172人、平成19年度は８社で88人と

なっており、平均いたしますと倒産１社当たり、

約８人となっております。

次に、建設産業の活性化に関連いたしたしま

して、公共投資の減少、競争激化の中、建設業

を取り巻く環境が大変厳しくなっております。

そういう中、本県におきましては、経営革新に

取り組む意欲ある企業を支援いたしますととも

に、技術と経営に優れた企業が適正に評価され、

伸びていくための環境づくりを進める「宮崎県

建設産業活性化プラン」を策定いたしまして、

その推進に取り組んでいるところでございます。

お手元に活性化プランのパンフレットを差し

上げております。パンフレットをお開きくださ

い。見開きを全部開いていただきまして、左側

のページ、上段でございますけれども、「活力の

ある元気な建設産業を実現いたしますための具

体的な施策事業」を掲載いたしております。活

性化プランでは、まず１番目といたしまして「経

営革新の促進」、２番目といたしまして「優れた

人材の確保・育成」、３番目といたしまして「Ｉ

Ｔ化への対応」、４番目といたしまして「公正な

市場環境づくり」の４つの柱のもとに、約80の

事業で構成されております。
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各事業の進捗状況について一部御紹介申し上

げます。初めに、経営基盤の強化のところでご

ざいますけれども、まず、一番左側の経営力強

化のための研修会の開催でございますけれども、

建設業者を対象に、県内８カ所で毎年開催して

おりまして、昨年度は2,300社の参加がございま

した。次に、専門家による経営相談窓口の設置

でございます。これにつきましては、商工会議

所や商工会を会場に、県内９カ所で企業経営者、

ＯＢなどが経営相談に応じるものでございまし

て、昨年度は新商品の特許取得申請方法や市場

調査の実施方法などについて、建設業者から124

件の相談がございました。

次に、融資制度の活用でございますけれども、

融資につきましては、宮崎県建設事業協同組合

が行う融資事業につきまして、原資の貸付を行っ

ておりまして、昨年度は310件、約26億円の貸付

がなされております。また、商工労働部で所管

しております中小企業の制度融資につきまして

も、建設業者を対象に、912件、約83億円の貸付

実績となっております。

次に、新しい分野への進出を促進するための

取組内容でございます。まず、４の新分野進出

に対する助成についてでございます。平成17年

度から新分野進出に際してのマーケティング調

査でございますとか、新商品開発等に要する経

費の一部を助成しておりますけれども、昨年度

は、農業法人の設立計画書の策定でありますと

か、介護分野進出のマーケティング調査など４

件の助成を行っております。次に、５のセミナー

等の開催のところでございますけれども、県北、

県央、県西の３地区におきまして、実際に新分

野進出を果たしました経営者を交えまして、経

営者を対象といたしまして少数精鋭方式で２日

間程度の集中セミナーを開催しておるところで

ございまして、昨年度は40社の参加がございま

した。後ほど、新分野進出の状況について御報

告申し上げますけれども、セミナーに参加した

企業の中からも実際に農業やサービス業等に新

分野進出を果たす企業が増えつつあります。こ

のほか、人材育成のための技術者研修や、ＩＴ

化への対応支援として、電子入札の講習会など

も実施いたしておるところでございます。

以上申し上げました種々の事業をより効果的

に推進いたしますために、この３月と６月にも

開催いたしましたけれども、庁内の20課の関係

課から成ります建設産業活性化支援連絡会議を

庁内に設けまして、関係課と十分連携を図りな

がら、全庁を挙げて建設産業の活性化に取り組

んでいるところでございます。

最後に、資料の３ページの上段の表をご覧く

ださい。先々週、県の有資格業者1,266社を対象

に、聞き取り調査を実施した結果を記載いたし

ております。676社、約53％が回答いたしており

ます。その調査結果によりますと、これまで新

分野に進出した企業数は67社となっておりまし

て、分野別では、サービス業と福祉介護事業が

それぞれ16社、24％と最も多く、次いで農業の12

社、18％と続いております。年次別で見てみま

すと、平成16年が16社、平成17年が17社、平成18

年が26社、平成19年は調査日までに８社が新分

野へ進出いたしておりまして、徐々に増えつつ

ある状況にございます。なお、新分野進出に際

しての課題といたしましては、「資金の不足」「ノ

ウハウの不足」とする回答が多く見られました。

また、今後取り組みたい事業分野としては、農

業、リフォーム、環境リサイクルと続いており

ました。

あと、個別の特徴的なものを申し上げますけ

れども、右のほうにあります参考資料２のほう
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を見ていただけますでしょうか。細かい字で恐

縮ですけれども、この中から特徴的な点を申し

ますと、まず１番目に、比較的大手、特Ａとか

Ａのクラスを中心といたしまして、16社が介護

福祉部門、有料老人ホームでありますとかデイ

サービスセンター等へ進出いたしております。

左のほうに数字が打ってありますけれども、６

番、16番、20番、21番、40番、41番等でござい

ます。

２番目の特徴といたしまして、サービス業の

関連でございますけれども、本業の建設業に関

連した分野から、まず１番目に廃棄物の処理運

搬分野、31、37、64あたりが該当しようかと思

います。２番目といたしまして、継続的な受注

が期待できるような維持管理業務への進出が２

番、９番、65番あたりが該当しようかと思いま

す。３番目といたしまして、付加価値のあるサー

ビスの提供が14番、15番、19番、62番あたりが

該当しようかと思います。４番目といたしまし

て、余剰人員の活用型、例えば、農作業の代行

でありますとか、間伐・伐開作業の受託であり

ます、例えば60番、67番が該当しようかと思い

ます。

３番目の特徴といたしまして、農業分野でご

ざいますすけれども、農業生産法人等を設立い

たしまして、ニンジン、キノコ、寒冷地野菜、

焼酎用のカンショ、マンゴー、地鶏等への進出

が目立っております。例えば17、18、22、26、27、

28、29、42、44、66等でございます。

４番目の特徴といたしまして、佐土原にござ

います宮崎県産業支援財団、ここが建設業者の

新分野進出等に精力的に動いておりまして、そ

の支援を受けたものが徐々に新分野進出を果た

しておる状況がございます。例えば、１番目で

ございますけれども、宮崎の塗装業者がボラ等

の地場資源を活用した舗装材料の開発・販売を

いたしております。それから、57番でございま

すけれども、日向市の建設業者が杉の樹皮、い

わゆるバーク材を活用した土壌改良材を開発し

て、環境分野へ進出している例がございます。

それから、11番、宮崎市の建設業者が五ヶ瀬町

に進出いたしまして、ミネラルウオーターの製

造・販売、17番でございますけれども、宮崎市

田野町の建設業者が農業生産法人宮崎ベジタブ

ルファームを設立し、農業へ進出している例。

それから21番、宮崎市の建設業者が経営革新計

画の承認を受けましてデイサービスセンターを

開設している例。44番でございますけれども、

都城市の建設業者が農業生産法人を設立いたし

まして、農業分野、カンショ生産に進出してい

る例。66番でございますけれども、五ヶ瀬町の

建設業者が農業生産法人を設立いたしまして、

寒冷露地の高冷地野菜生産に進出している例。

それから最後になりますけど、44の次の再掲と

いうところがございますけれども、都城市の建

設業者が都城市高城町の指定管理者としてレス

トランを経営している例、こういうものが特徴

的なもので、産業支援財団の支援を受けまして、

新分野へ進出している例でございます。

取り急ぎ説明いたしましたけれども、県とい

たしましては、先ほどの調査結果も参考にしな

がら、引き続き関係部局、関係課と連携をとり

まして、先ほど申しました支援連絡会議を中心

に、建設産業活性化プランに基づく諸施策を推

進することによりまして、経営革新に意欲的に

取り組む企業を重点的に支援しますとともに、

技術と経営にすぐれた企業が正当に評価される

環境づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上でございます。
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○外山衛委員長 執行部の説明が終わりました

けれども、御意見、御質問等ございましたら、

お願い申し上げます。

○福田委員 今の新分野進出ですが、私も現場

を見ていまして、農業と福祉が一番多いんです

ね。かなり農業面については似通った業種です

よね。重機等の運用等につきましても、うまく

いっているケースを私、近くに見ているんです

が、今までの水田の面積とか畑というのは区画

が小さいですよね。ですから、賃貸する場合、

所有が違いますから、畦畔（あぜ道）をとって、

そしてすぐれているなと思ったのは、水田の均

平、広い区画、１ヘクタール、２ヘクタールを

ならすやつも、とても農家ではできないような、

ＧＰＳを使ってやっている。そこに田植えして

いるのを見ますと、なるほど、建設業関連の皆

さんの農業への進出というのは、将来の農業の

救世主になるのかなということを見まして、そ

の辺の農業と建設業界、非常に近い業界である

が、今までは全く関連性はなかったからですね、

この辺をひとつうまく行政関係でコーディネー

トしたら非常に私はいいんじゃないかと思って

おります。

それから、福祉も見ているんですよ。何件か

出ていますが。福祉の場合は、介護保険制度の

中での運用ですから、かなり厳しさはあるんで

すが、いわゆる廃屋、遊休施設を使って利用し

たケースについては非常に運営がうまくいって

いるようですね。

新規にやりますと大変だと思うんですが、そ

の辺の問題を、農政水産部があったり、福祉の

ほうがあったりするんですが、うまくやってい

けば、かなり転業が進んでいくのかなと、数件

見て思いました。その辺はどういうふうに見て

おられますかね。

○持原管理課長 委員から身近な至近例を出し

ていただいての御指摘であろうかと思います。

農業分野へ進出している例というのはかなり多

いようでございます。特に都市部でなくて、地

域部門では、建設業者が今まで地域において大

きな役割を果たしてきて、そういう農業分野の

ノウハウ、兼業農家等の従業員も雇用している

という部分もありまして、かなりそういう部分

のノウハウにもたけておる業者がおるようで、

先ほど説明しましたように、例えば、五ヶ瀬町

の建設業者が露地野菜に進出している例とか、

身近にそういうのを見知っておって、そういう

分野へ進出している例というのもかなりあるよ

うでございまして、あるいは、都市部ではキノ

コ栽培とか、ある程度大がかりな分野へ進出し

ている例があるのかなというふうに考えており

ます。

先ほどのパンフレットの中にも、「建設業者の

相談窓口一覧」というのを一番後ろのところに

載せておりますけれども、農業分野のところは、

地域農業推進課とそれぞれの農業普及センター

が窓口になりまして、各種相談に応じていると

ころでございます。

それから、もう一つ、福祉分野への進出の事

例を紹介していただきました。確かに、介護保

険制度のもとで、廃屋とおっしゃいましたけれ

ども、そういう施設を利用して手近にデイサー

ビスセンターあたりへの参入という例が結構あ

るようでございます。そういうものにつきまし

ても、パンフレットの中ほどにございますけれ

ども、県の高齢者対策課あたりが指定事業者等

の窓口になっておりますので、そういうところ

で指導しているようでございまして、全庁的に

そういうものについては関係課が連携をとりな

がら進めているところでございます。以上でご
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ざいます。

○福田委員 最後に、業種転換を図る場合に従

業員をどうするかという問題ですが、ぜひ、雇

用を継続して、特に今、話題の年金、厚生年金

等は継続できるような指導をぜひお願いしたい

なと。一回業種を転換したら切るんじゃなくて。

特に農業分野等は、福祉と違いまして同じ従業

員等が多いですね。そういう雇用の面の配慮も

御指導をいただいておきたいと思います。

○十屋委員 ２～３教えていただきたいんです

が、資料３ページの倒産と廃業がありまして、

その下に17年、18年、19年度の従業者数という

のが出ているんですが、これは平均８人と言わ

れたんで、倒産・廃業はどのクラスが一番大き

いのかというのをひとつ知りたいことと、それ

と、こちらを見ると、結構、新分野に出ている

企業がうまくばらけているというのがあるんで

すけれども、この関係はどういうふうに見たら

いいのかなというのを教えていただけますか。

○持原管理課長 例えば、参考１の１の表では、

廃業を年度でとらえているもんですから、倒産

も年度で記載させていただいているんですが、

通常、倒産につきましては年で整理することに

なっておりまして、例えば、平成18年で23件の

倒産が建設業で起きております。負債総額で32

億5,400万ほど出ております。その建設業者の内

訳でございますけれども、土木のＡが２社、土

木のＣが５社、土木のＤが５社、県の資格がな

い社が８社、建築Ｃが１社、電気のＣが１社、

以上のような状況になっております。ですから、

この18年で見る限りはかなり小さいところの倒

産が多かったようです。ことしの平成19年の状

況を次に申し述べます。平成19年５月までに19

社が倒産いたしております。その内訳といたし

まして、土木特Ａが１社、Ａが２社、Ｂが３社、

Ｃが３社、Ｄが４社、県の資格がない社が４社、

それから個人的な経営をされている社が２社、

以上のような状況でございまして、19年になり

ましては１社、特Ａクラスが入っておったとい

うような状況でございます。

○十屋委員 今、ずっと出していただいたんで

すけれども、新たに新分野に出たときに、16年

なり17年なり進出して、先ほど資金の問題、

ちょっと話がありましたけれども、経営的には

継続してずっと事業として成り立っていくのか

どうかというのもちょっと不安なところがある

もんですから、そのあたりはどうなんですか。

○持原管理課長 先ほど、67社紹介をいたしま

した。そのうちの２ページ目の50番ですね、一

番右のほう、事業中断ということで書いてあり

ますけれども、中には非常に厳しい状況で中断

をしている企業もございます。それと、事例を

見てみますと、こういう新分野に進出する企業

さんの中には、大もとの経営が厳しいというこ

とでの新たな分野への進出という事例もかなり

あるようでございまして、そういうものについ

てはかなり苦戦しているような事例も聞いてお

ります。いずれにせよ、私どもとしては、建設

業の指導をする立場でございますので、次の分

野に移った場合に、私どもが直接指導するよう

な立場にはございませんけれども、産業支援財

団とかほかの関係課あたりと先ほどの支援連絡

会議を持っておりますので、そういうところで

多角的に指導をしていく必要があるのかなとい

うふうには考えております。以上でございます。

○十屋委員 つまり、他の部署と連携をされて

いるというようなお話を伺っているんですけれ

ども、そのあたりで県土整備部のほうに、こう

いう業者さんが業種転換して、再度、情報とし

てこちらに上がってきて、いろんな業者さんが
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おられてどうなったというのは把握は全くされ

ていないんですか。

○持原管理課長 もともと建設業にベースを置

く社であれば、先ほど申しましたような連絡会

議、例えば、今回の入札制度改革で非常に厳し

い状況もあるということで、昨年の３月にも開

催いたしましたし、今回、昨年度の状況はどう

だったのかというようなことでのフォローアッ

プをやろうということで、６月にも開催してお

ります。そういうところでの情報交換なり連絡

調整の中でいろいろ対応しているところであり

ます。

○十屋委員 つまり、次の方々が新しく進出す

るときに、どういう経営をやってどういう会社

であったらそちらのほうに進めるほうがいいの

か、そういう検証をして、次の段階に来られる

方々のためにそういうデータを持っておくべき

じゃないかなというふうに思っておったもんで

すから。

○持原管理課長 その辺は先ほども触れました

けれども、佐土原にあります産業支援財団のほ

うにいろんな業務を委託しておりまして、そこ

がいろんなセミナーでありますとか、経営面の

相談、個々の建設業者の新分野進出に伴う経営

相談、あるいは今までのノウハウの蓄積等を十

分持っておりますので、そこを中心に今、指導

をしているところでございます。以上でござい

ます。

○十屋委員 これだけ公共投資が少なくなって

きて、新たに150社、申請を出されて許可したと

いう話なんですが、県土整備部としては、新た

に出てくるところを、個人の権利ですから抑制

することはできないと思うんですけれども、事

実、厳しくなるのがわかっていますよね。そう

いうときに、県の政策としても、この前、知事

も、自然淘汰もやむを得ないというお話をされ

ましたよね。この段階でそれを認めていかざる

を得ないんですか。許可を出さなければいけな

いんですか。今まで個人でやっていらっしゃっ

たから登録されたりするのはわかりますけど、

県として、土木建設業の企業数が多いというこ

とで、公共投資が少なくなってきて、新たな人

が許可を求めてくるときに、県土整備部として

はそれはすべて受け入れなければいけないんで

すか。

○持原管理課長 建設業の許可は法律事項でご

ざいますので、一定の資格要件を備えておれば、

県として、あるいは２県にまたがるようなもの

については大臣がやっておりますけれども、当

然、許可されるというのが基本でございます。

ただ、私どもといたしましては、今、全国的に

建設業者の経営が非常に厳しい状況も十分踏ま

えておりますし、あるいは本県では一般競争入

札を導入したことに伴って、あわせてそういう

厳しい状況が出ているということは十分認識し

ているところでございますので、今後とも、活

性化プラン等に基づきまして、技術と経営に優

れたような企業、あるいは意欲ある企業を支援

していきたい、そういうことで建設産業の活性

化を図ってまいりたいというふうに考えており

ます。以上でございます。

○外山衛委員長 ほかに。

○外山三博委員 これは常任委員会で出たのか

もわかりませんが、つい先だって、生コン組合

の幹部の役員の方が見えまして、県が発注した

工事の中で、５～６社倒産しているわけですね。

生コンを含め、鋼材、骨材等を納品する。とこ

ろが、倒産したがためにその資材費が入ってこ

ないで非常に困っておると。この話は委員会で

出ましたか。だったら話がわかりいいんですが、
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この委員会も活性化委員会ですから、ダブると

思いますし、皆さん方もそれなりの検討をされ

ておると思いますからいいと思うんですが、私

は農政のほうでこのことを聞いたところ、前渡

金を工事契約と同時に４割は払っておるんだと。

この前渡金の内容というか、何で払うのかとい

うことを聞いたら、資材の手当てとかが工事に

入るときに必要だから払っておると。だったら、

前渡金を払っておる発注元の県のそれに対する

責任もあるんじゃないかというようなことを聞

いたんですよ。そういう中で、農政のほうは、

公共三部と検討していきたいということで、今、

倒産が５～６社ありますが、今の入札制度の流

れでいけば入り口だと思うんですよね。これか

ら、夏から秋にかけて相当な建設業者が苦境に

陥り、倒産をしていく。そうなれば、その周り

におる資材納品の業者等々も全部一緒になって

連れていかれてしまったら大変なことで、県が

４割の前渡金を支払いしておるんだったら、こ

れをきちっと納品業者その他に渡るような何か

手だてをやる必要が発注元としてあるんじゃな

いかということを言いました。今後検討してい

きましょうということでしたが、この件につい

ては、今、どういうお考えでしょうか。

○持原管理課長 今の公共工事につきましては、

西日本建設業保証会社というのがございまして、

西日本地区は一手にここが前払保証をしており

ます。前払保証契約が結ばれたものについて請

求がありますと、県は４割を建設業者さんの指

定の口座、通常の口座じゃなくて前払口座に払

うということになっておりまして、前払いの支

払い４割を受けました業者さんは、西日本建設

業保証会社と銀行との契約がございまして、一

定の人夫賃でありますとか、材料費でございま

すとか、そういう工事に着工するための準備資

金的なものを優先して支払うというようなシス

テムになっておりまして、一定の請求書であり

ますとか領収証をもとに、銀行から支払われる

というシステムになっております。おっしゃっ

たような事例をいろいろチェックしてみますと、

保証事業会社と銀行との間でうまく連携がとれ

ておらないような例も聞いております。そうい

うことで、必要以上に払出しがされておったと

いうような事例も中には聞いております。そう

いう面でおっしゃっているような事例に発展す

るのかなという感じはしておりますけれども、

基本的には、一般的な債権の優先度の問題でご

ざいますので、その辺は法律的な判断にゆだね

る部分が多いかと思いますので、それを直接県

でほかの社に支払うとかいうシステムは難しい

かと思っております。しかしながら、今、おっ

しゃったような状況というのも聞いております

ので、その辺の前払保証口座の受け払いでの問

題点とか、その辺は今後、前払保証事業会社あ

たりとも十分検討をし、研究してまいりたいと

いうふうには考えております。

○外山三博委員 ちょっとわかりにくかったん

ですが、資材を納品した業者に、元請の企業が

倒産した場合でもその前払保証事業会社が支払

うという仕組みになっているんですか。

○持原管理課長 そうではございませんで、県

としましては、前払保証口座に払えば、一応、

債務としてはそれで完結でございます。あとは

元請業者さんがその口座から引き出して、資材

業者さんに払うという関係でございますので、

そういうことはなかろうかと思います。

○外山三博委員 そこで、生コン組合の方々か

らざっくばらんな話をいろいろ聞きますと、今

言われた請求書なり、それなりの領収証がきちっ

とあれば支払うようになっておるから、県のほ
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うもそういうことを指導しておると。ところが、

実際、一回払った金を次の日に戻せと。すべて

の企業がそうじゃないと思うんですが、そうい

うことで、ほとんど、今後のこともあるから、

資金繰りがあるんだから戻せというようなこと

で、そんなことをやられたら納品業者はたまっ

たもんじゃないですね。だから、いろんな仕組

みもあるんでしょうが、例えば、前渡金の４割

だったらそのうちの２割ぐらいを何かそういう

形の担保にするような、別のところに置いてお

くとか、そういう工夫をしていかないと、活性

化でいろんな業種に転換していくという前に、

周りの宮崎の産業界がおかしなことになってい

くわけですよ。だから、これから私がさっき言っ

たように倒産が絶対増えてきますよと。だから、

しばらくの間はセーフティーネットを業界全体

に構築をすることを、前渡金を払うんであれば

特に必要があると思いますから、農政のほうも

公共三部で検討させてもらいますということで

すから、よろしく検討をお願いします。

○徳重委員 ２つお尋ねしたいと思いますが、

まず、土木のほうですが、全体的に工事量が少

なくなってきたということと、また、経費を削

減するという前提かと思うんだけど、Ｃクラス、

Ｄクラスの工事がたくさん県内にはあると思う

んですね。土木事務所管内でもそうだと思いま

すが、何十本かあるということで、それを絡め

て、５カ所ぐらいを大手の業者に一括で出すと。

随契になっているかどうかわからないけど、そ

ういうケースが今までかなりあったんですね。

今度、250万以上が 一般競争入札となったから

そうはできないかもしれないが、これに大手が

入ってくるというようなことになると、大手が

とって下請に請け負わせるというようなケース

が非常に多くて、下請の方が非常に困られたと

いうのがいろいろ出てきたんですが、今後、土

木の240～250万、あるいは400～500万以内の工

事、そういった工事を絡めて発注するという形

をとられるのかどうか、そういうケースが今後

出てくると想定していいのかどうか、ちょっと

教えてください。

○山田次長 小規模な工事の発注が今後変わる

かどうかという御質問ですけれども、従来のや

り方といいますか、それぞれ個別の事業の性格

にもよりますし、その箇所箇所でそれぞれ発注

すべきは発注しているし、これまでもある程度

まとめて出すべきは出しているというような状

況でありますので、今のところ極端にそれを変

えていくという方針といいますか、考え方は持っ

ておりませんけれども。あとは出先事務所管内

において適切な発注のあり方をそれぞれ工夫し

ていくことは今後も当然でありますけれども、

業者対策として、今のところそういったことは

ないと思っております。

○徳重委員 倒産が今後出てくるであろうと、

工事量も減ってきたということになったときに、

小さいクラスの事業の発注を、できるだけ今ま

で頑張ってこられた業者さんに発注できるよう

な体制を今まで以上に私はやってほしいなとい

うことを要望したいわけですよ。確かに、経費

という点からすると若干は高くなるかなという

感じがしないでもないんですけど、一緒に発注

する場合と、事業の内容によっては高くなる部

分もあるのかなという気はするんですけど、で

きるだけそういう発注をしてほしいなというこ

とを特に要望をしておきたいと思います。

それと、建築のほうですが、今まではよく言

われてきたんですが、建築の場合はたくさんの

業種が入っていますね。土工事、建築、塗装、

上下水道、電気、その他いろいろあると思うん
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ですが、そういったものを分離発注をすべきじゃ

ないかと。それでちゃんと入札は入札ですれば

いいと思うんですね。ちょっと大きな工事にな

りますと、電気、水道、土工、それぞれに250万

以上の工事というのはたくさんあるんじゃない

かと思うんですよ。それを絡めてやられるから、

下請をされる業者さんたちがどうにもならない

と。赤字でもこの業者から仕事をもらっている

からやらざるを得ないということで、泣き寝入

りというんですか、そういった形で仕事をやっ

ていかなきゃならないというケースが出てくる

んじゃないかと。今後はなお出てくるんじゃな

いかと思いますが、その分離発注についての考

え方を教えてください。

○江川次長 今、おっしゃったのは、分離発注

すべきじゃないかというお話ですけれども、実

は電気、管等につきましては、200万円を超える

と分離発注ということで、既にやっていますよ

ね。ですから、そこは現状でもそういう形で分

離して発注しているということでございます。

ただ、おっしゃったように、専門業者がいっぱ

いいらっしゃいますけれども、例えば塗装のみ

の工事ということでありましたら、塗装の業者

そのものに専門業者として発注しているという

現状でございます。

○徳重委員 例えば１億の建築工事があったと

きに、塗装が300万という数字が出てくるんで

あったら、それも分離発注しているという理屈

なんですか。

○江川次長 今おっしゃった、１億の工事の中

で電気工事が200万を超した場合は既に分離発注

しています。

○徳重委員 塗装もですか。

○江川次長 塗装につきましては、そういう形

はとっておりませんけれども、今、分離発注し

ているのは、電気、管、空調等につきまして

は、200万を超えれば分離発注を事務的にやって

いるということでございます。

○徳重委員 今おっしゃったのは電気と空調、

給排水ですよね。防水とかもかなり上がってく

る。土工事は一体のものというのかですね。私

が申し上げたいのは、例えば塗装にしても、防

水にしても、ほかいろいろあると思いますが、

皆さん、それぞれ資格を取って専門職がいらっ

しゃるわけですね。それだけで飯を食っていらっ

しゃる人。事業を起こしていらっしゃる人。土

工は土工、仮枠は仮枠でやっていらっしゃいま

すよね。そういう専門職が全部重なって一つの

ものをつくり上げていくわけですから、元請が

すべてを受けて、おたくはこれだけでやってく

れということでおろしてくるから、下請さんと

いうか、もうけがないというんですか、ただ労

力奉仕というような形の中で仕事をさせられる

ということをよく言われるわけですね。何とか

そこ辺をできるだけ分けてやったほうが、県民

にひとしく、あるいは業界にひとしく、そして

そのことが専門家の皆さん方を大事にするとい

うことになるんじゃないかと思いますが、いか

がでしょうか。

○江川次長 よく理解できるんですけれども、

塗装とか内装とか、そういうものの総合調整を

するのが、いわゆる建築一式工事という分野で

ございまして、そういうことを言っていくと建

築一式というのがなくなるわけですよね。だか

ら、今、建築工事でやっていますのは、いわゆ

る修繕工事とかで、例えば２つの業種とかいう

形ですと分離して出しているんですけど、塗装

とか、建具とか、ただ、今、分離して発注して

いるというのは先ほど言いましたように、電気、

給排水、空調等でございます。
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○星原委員 資料をいただいて、２ページから

３ページを見ているんですが、16年度以降に新

分野に進出した企業、67社、この67社は体力的

にも何とかなる企業だからここまで来たんじゃ

ないかなというふうに思うんですよね。そうい

う流れの中で、19年度の倒産・廃業、４、５月

で８社ということは、月に４社という形で見る

と、年度で見たときは48社になるのかなと。廃

業も24を12で見ると144になってくるのかなと。

今までの形で行けば、平均で見たときにそうい

う数字を見れるのかと思うんですが、地元でい

ろいろ建設業をされている人たちと話をします

と、ことしの暮れまでに相当数、倒産とかやめ

ざるを得ない企業が出るだろうと。というのは、

４月から一般競争入札に入ってきておりますし、

過去、16、17、18年、毎年200億ぐらいづつ公共

事業費が減額になってきている。この３年間で

はやりくりしながら、手持ちで何とか生き延び

てきたと。だけど、今後は資金的にも体力的に

も非常に弱い状況になってきている中での今回

こういう形でありますから、そうなると、要す

るに、公共事業費の予算ももちろん減額になっ

ていますが、ことし、大きな台風とか大雨とか、

災害でも起きない限りはかなり厳しくなってく

るんじゃないかなと。ですから、そういう人た

ちは、仕事がないからどっちにしても淘汰され

ていかなければいたし方ない部分は出てくると

思うんですね。そういう中で、我々のこの委員

会も今回、活性化、雇用ですから、新しい分野

にどういう転換を図っていけるのか、そこまで

いく体力のある人たちがどこまで出てくるのか

ということだと思うんですよ。

ですから、知事が100社企業誘致、１万人雇用

と言っているけれども、この建設業の皆さん方

の従業員数、５万6,650が平成17年度ですから、

今、19年で見れば５万ちょっとぐらいかなと。

そういう人たちの仮に４割ぐらいが今後、この

１年ぐらいでそういう状況に近づいてくれば２

万人前後の人たちが失業してしまうと。だから、

そういうものに対して今やっているいろんな制

度、融資やら、ここに書いてあるプラン、こう

いう形で進めていく中で守っていけるのかなと

いう感じがするんですよ。この１～２年の間に

かなりそういう状況に陥っていくんじゃないか

なと思っているんですが、県としてはそういう

面から見て、建設産業の人たちがそういう状況

に陥ることでもうちょっと活性化プランに、地

域におりていって地域の声を聞き、どういった

手助けをすれば、この67社が今までの増え方以

上に増えていくようなうな手だてとか、何かそ

ういったことまで考えていらっしゃるのか。こ

ういうことをやっていますよというプランはい

いんですが、本当にあした生きていけるかどう

かわからん人たちがこれから多くなってくる中

で、その辺の対応の仕方はどのように考えてお

られますか。

○持原管理課長 やはり、今回のような状況に

至っているというのは、全国的に建設業をめぐ

る公共投資の減少という大きな枠組みの中で考

える必要があるのかなというふうに考えており

ます。それで、先ほど説明しましたように、本

県と同じような状況が全国で起こっております。

しかも、建設投資、これは公共投資、民間投資

を含めておりますけれども、ピーク時の６割の

水準になっていると。ただし、建設業者数につ

いては、横ばいないしはやや減少している程度

であると、本県は特にそういう状況にあるのか

なというふうに考えております。そういうこと

で、非常に建設産業をめぐる状況というのは厳

しいというのは十分認識しております。ただ、
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今回、一般競争入札を３月に導入いたしまして、

今、改革が緒についたばかりでございますので、

その辺の動向も見ながら、いろいろ検討をして

いく必要があるのかなというふうに考えており

ます。

それと、活性化プランのほうは、一応、20年

度までの計画になっておりますので、入札制度

の実証等もしながら、あるいは活性化プランの

ほうも今年度までの計画になっておりますので、

そういう見直しの中で対策のほうもいろいろ検

討をしていく必要があるというふうに考えてお

ります。以上です。

○星原委員 今、改革が始まったばっかりだと

いう言い方ですよね。その改革が、今までは宮

崎県は落札率が96％ぐらいで推移してきて、何

とか仕事がなくてももってきた状況ですよね。

これが、仮に落札率が10％とか15％下がってく

れば、今までとまた違う、改革は改革でいいん

ですが、そのことがまた経営を圧迫する状況に

なっていくことは間違いない。その上に仕事の

全体量が少ないわけですから、今までとこれか

らの１～２年というのは随分違ってくるという

予測を立てて考えておかないと、業者数は、倒

産あるいは廃業しても数的には変わらんと言わ

れていますが、もともとの公共事業費のパイが

６割ぐらいになってきているということであれ

ば、当然、数の問題じゃなくて、やめていかざ

るを得ない、おかしくなって倒産していく、そ

ういう会社が出てくることは間違いないと思う

んですよ。だから、そういう流れの中で、新分

野なら新分野の産業に移行できる方法の中で、

今までとってきた政策というか、資金プランで

も、支援プランでも、補助事業でもいいんです

が、そういうもので果たして１～２年後、守っ

ていけるのかというのに私は不安感を持ってい

るわけですよね。そういうところあたりを本当

にどう考えていくのかということが基本になら

ないと、こういうことをやっています、こうい

うことです、業者数は減りませんですよという

ことでは、今の時点ではそういう話が出るかも

しれませんが、１～２年後はそんな話ができる

状況じゃないんじゃないかなと。

というのは、うちにこの前、業界の人が見え

て話をしましたが、高城だけでも、12月ごろは

片手以上、そういう状況が着実に近づきつつあ

ると。その近づきつつある中で、果たして手だ

てとして何か方法が、あるいは皆さん方のとこ

ろだけではなくして、商工労働部とか、あるい

は農政とか、全体として考えざるを得んだろう

というふうに思いますし、ＷＴＯとかＥＰＡ問

題で、関税引き下げ云々となってくれば農業分

野も非常に厳しい状況になってくるわけですよ。

だから、そういった世界的な情勢、あるいは国

の方向、あるいは宮崎県の方向の中でトータル

でよほど考えていかないと、苦しいことを言い

ますけれども、非常に厳しい状況に入っていく

んじゃないかなという想定はしておりますが、

各部との連携のとり方の中でも、果たしてこれ

である程度、全員を救うことはできないにして

も、カバーができるというふうにとらえたらい

いんですか。どうなんですか。

○持原管理課長 おっしゃることもよくわかり

ます。もちろん、私どもの施策だけでやれるも

のではございません。おっしゃったように、農

業、商工、福祉、いろんな分野がかかわってま

いりますので、そういう関係課とも十分相談を

させていただいて、困難な状況にならないよう

に対応してまいりたいというふうに考えており

ます。

○星原委員 皆さん方のところだけでどうこう
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できるとは当然思っていませんし、本当に県全

体として考えていかないとかなり苦しい状況に

なるというふうに思っておりますので、ぜひそ

の辺のことを連携とる中で、要するに、業界の

人たちがこういう事業とか、こういう形に何ら

かの手だてがあるともうちょっとやりやすいと

か、いろんなことが出てくると思うんですよ。

そういったものを身近に受け付けるというか、

相談できる、ここにもいろいろ相談窓口はある

んですが、人間、行き詰まって行き詰まってど

うしようもないときに来る人と、今回こうやっ

て進出された企業は、自分たちの先行きを予見

されてとか、予想されて出てくるだけの体力が

あった人ですが、体力のない人たちのこともあ

りますので、ぜひ、連携をとって考えていただ

きたいというふうに思います。それはもう答弁

は要りません。

○河野安幸委員 単純なことなんですけど、１

点だけ伺いたいと思いますが、農業分野に進出

されたのが17件、９％ですわね。農地は貸借な

んでしょうか、自分で買われたんでしょうか。

○持原管理課長 おっしゃるように、農業分野

のほうは農地法等の規制というのが確かに厳し

い状況も承知しております。それで、例えば、

自社の土場を利用して、農地じゃないところを

利用してキノコの栽培を始めたり、自分の空地

を利用してやったり、あるいは農業生産法人を

設立してやる場合、いろいろ方法はあるようで、

それぞれ業者さん、工夫をしてやっておるよう

でございます。

○河野安幸委員 市町村の農業委員会に流動化

という形でやっておられるわけじゃないんです

ね。

○持原管理課長 農業生産法人を設立してやる

場合もありますので、いろんなパターンがある

ようで、農地法のクリアの問題も農改センター

あたりに十分相談しながらやられているようで

ございます。

○河野安幸委員 まだうちの地元でやるように

は見えませんから……。わかりました。

○前屋敷委員 新分野進出の状況のデータが出

ておりますけど、建設業をやりながら新しい分

野にここは進出しているという状況なんですか。

○持原管理課長 今、お手元に配付しておりま

す参考資料の２のほうで、例えば、26番目の業

者さん、焼酎用のカンショ生産を始めたという

ことで、右のほうは完全転業というふうに書い

てありますけれども、こういう業者さんは建設

業をやめて、完全にこちらのほうに行ったとい

う人でございます。あとは基本的には建設業を

やりながら、別会社をつくってやるパターンも

あるでしょうし、同じ会社の中でやる場合もあ

るでしょうし、いろんなパターンがあろうかと

思います。以上でございます。

○前屋敷委員 単純に考えて、新しい分野に進

出をされた企業では、一定の雇用は増やされて

いるというふうに見てもいいんですか。現在の

従業員で運営しているということなのか。

○持原管理課長 それもいろいろなパターンが

ございまして、例えば、ここに掲げております

企業の中で、概算ですけれども、440名ほどの雇

用が発生しているようです。ただ、中には建設

業で端境期に余剰の人員を充てるケースもある

だろうし、あるいは自分の会社は縮小して、別

の会社をつくって、そこに新しく雇用する場合

もあるでしょうし、それは個人の経営の問題で

すので、いろんなパターンがあるようです。

○前屋敷委員 単純に考えて、福祉産業の部門

あたりのところは、全く異質な企業になります

ので、そういった意味では新たな雇用の拡大に
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もつながっているかなというふうにも見れたも

んですから。

○外山衛委員長 お答えは要りますか。

○前屋敷委員 いいです。

○外山衛委員長 ないようでしたら、これをも

ちまして県土整備部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時11分休憩

午前11時14分再開

○外山衛委員長 委員会を再開いたします。

商工観光労働部に概要説明をお願いいたしま

す。

○高山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。

お手元に特別委員会資料をお配りしておりま

すが、商工観光労働部からは、御指示にありま

した、ここに目次で挙げておりますけれども、

「誘致企業の雇用状況等について」、それと「中

小企業融資制度について」、この２項目について

御説明をいたします。

詳しくは担当課長のほうから説明させていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○森企業立地対策監 それでは、委員会資料の

１ページをご覧いただきたいと思います。「県の

誘致企業における雇用状況等について」でござ

います。

まず、１の雇用の達成状況でございますけれ

ども、平成14年度から18年度に誘致いたしまし

た企業延べ107社のうち、既に閉鎖した企業やま

だ操業を開始していない企業を除く93社に対し

まして、先日、アンケート調査を実施したとこ

ろでございます。調査の結果、平成14年度は349

名の最終雇用予定者数に対しまして、現在の雇

用者数は337名、達成率は96.6％となっておりま

す。平成15年度は822名の最終雇用予定者数に対

しまして、1,022名、達成率が124.3％となって

おります。平成16年度以降につきましては、達

成率のみ申し上げますが、平成16年度は、達成

率が74.8％、平成17年度が55.6％、平成18年度

が29.8％となっております。このように、操業

を開始いたしまして年数が経過をするごとに達

成率が上昇しているというふうな傾向が見られ

ます。また、平成14、15年度につきましては、

企業ごとに若干差はございますけれども、全体

的には最終雇用予定者数をほぼ達成している状

況でございます。

次に、２の正社員・非正社員の割合について

でございます。平成18年12月に、県から誘致企

業295社に対しましてアンケート調査を行ったと

ころでございまして、188社から回答がございま

した。調査の結果、２万1,316名の雇用者のうち、

正社員が１万3,803名、非正社員が7,513名となっ

ております。比率で申し上げますと、正社員

が64.8％、非正社員が35.2％となっております。

県といたしましては、誘致企業に対し、県から

の正規職員の採用の拡充については引き続きお

願いしていきたいと考えているところでござい

ます。

続きまして、委員会資料の２ページをご覧い

ただきたいと思います。企業立地促進補助金の

見直しの主な内容について御説明をいたします。

今回の補助金の見直しに当たりましては、大型

投資案件の誘致促進、あるいは宮崎フリーウェ

イ工業団地の分譲促進、こういったような課題

に対応いたしまして、地域経済の振興と雇用の

拡大を図るため、極めて厳しい財政状況の中で

はございますが、選択と集中の観点で見直しを

行うものでございます。
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主な内容でございますが、まず、１の誘致企

業等認定制度の新設でございます。これまで、

補助金の交付要件である新規、県内、常用雇用

者数を満たす企業だけを県の誘致企業として認

定しておりました。つまり、誘致企業イコール

補助金の交付企業という制度でございましたけ

れども、今回、企業や市町村からの要望もござ

いまして、補助金の交付要件を満たさない企業

で一定の要件を満たす企業、例えば、一般製造

業の場合、５人以上の雇用が見込め、かつ、市

町村の誘致企業などとして指定された企業、こ

ういったものにつきましても県の誘致企業とし

て認定し、金融相談や情報提供など各種の支援

を行い、誘致企業の育成支援を図っていくこと

としております。なお、認定を受けた企業でさ

らに新規雇用などの要件を満たすものにつきま

しては、（２）以下に書いてございます企業立地

促進補助金を交付することとしております。

まず、その補助金の内容でございますけれど

も、（２）の①の一般案件の補助内容でございま

す。県外誘致企業の区分につきましては、県外

から新規に誘致した場合の補助内容でございま

す。現行の新設の場合の補助内容とほぼ同じで

ございます。次に、県内立地企業区分につきま

しては、厳しい財政状況であることを踏まえ、

地場企業の新設・増設につきましては、雇用割

補助のみとするほか、既に誘致した企業の増設

を含めて、補助金の交付額を現行制度より低く

するなどによりまして、歳出抑制も図ることと

いたしております。

次に、（２）の②の大型案件の補助内容でござ

います。これまでの補助金最高限度額は５億円

で、九州で一番低い金額でございましたけれど

も、これを情報サービス業の場合は８億円、製

造業の場合は九州最高額となる最大50億円に増

額いたしまして、大量の新規雇用や大きな経済

波及効果が見込める大型投資案件の融資促進に

対応していくこととしております。

次に、（２）の③の宮崎フリーウェイ工業団地

に限定した補助制度の新設でございます。これ

は、宮崎フリーウェイ工業団地に立地する企業

に対しましては、投資割補助を２％高くするな

ど、他の地域への立地に比べて優遇した補助を

行うものでございまして、当該工業団地への立

地を促進するものでございます。以上でござい

ます。

○古賀経営金融課長 それでは、「中小企業融資

制度について」御説明申し上げます。資料３ペー

ジでございます。

まず、１の事業の目的でございます。中小企

業融資制度は、県内中小企業の活性化、環境改

善及び経営の安定を図るために、必要な資金の

融資を円滑にすることにより、県内産業の振興

に資することを目的としているものでございま

す。

２の19年度原資及び融資枠でございます。当

制度につきましては、当初予算で、過年度分と

新規融資の４月から６月までの３カ月分として

原資171億1,925万1,000円、融資枠480億5,721万

円を確保しておりますが、今回、６月補正予算

として、新規融資の残り７月から来年３月まで

の９カ月分として原資112億6,456万4,000円、融

資枠340億435万円を計上しております。これに

より、補正後の予算は、原資283億8,381万5,000

円、融資枠820億6,156万円となります。

次に、３の貸付制度の概要でございますが、

これにつきましては、記載のとおりでございま

すけれども、（２）の融資利率でございますけれ

ども、現在、1.9％から2.4％としておりますが、

御存じのとおり、金利は上昇局面にございまし
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て、日銀の政策金利及び短期プライムレートが

昨年７月以降２度にわたり引き上げられ、この

１年以内に0.5％引き上げられましたことから、

県内中小企業融資制度につきましても、来月７

月１日から0.2％引き上げ、1.9％となっており

ますのを2.1％、2.4％となっておりますのを2.6

％とすることといたしております。なお、県制

度の金利改定は、平成13年６月以来６年ぶりと

なります。

次に、４の制度の仕組みであります。県の中

小企業融資制度は、県と金融機関が資金を出し

合い、県の定める融資条件で金融機関が中小企

業へ融資する制度であります。下の図をごらん

いただきたいと思います。制度につきまして簡

単に御説明いたしますと、県が原資を取扱金融

機関に預託をいたします。取扱金融機関は、県

の預託金と金融機関の資金を合わせまして中小

企業に融資を行います。なお、県の原資は、年

度当初４月１日に取扱金融機関に無利子で貸付

を行いまして、年度末の３月31日に返済する契

約となっております。このことにより、金融機

関の資金調達コストが抑えられることから、低

い金利で融資を行うことができる仕組みとなっ

ております。

４ページをご覧ください。５の産業活性化に

係る中小企業融資制度でございます。県の融資

制度は19の貸付がございますけれども、この中

で、特に、産業活性化に関する貸付として、代

表的なものを２つここに記載をいたしておりま

す。まず、上の方の産業立地貸付でございます

けれども、融資対象者といたしましては、県内

に工場、事務所を新設し、または増設する中小

企業者または組合ということになっております。

表の一番下でございますが、18年度の実績とい

たしましては、新規融資が16件の13億4,600万と

なっております。うち、誘致企業に係る部分が

２件の１億3,000万でございます。下のフロン

ティア企業等育成貸付でございます。融資対象

者は、新分野開拓や国際化の進展に対応した事

業の展開、新規開業を行う中小企業者及び組合

となっております。同じく、一番下でございま

すけれども、18年度の実績は、新規融資が167件

の14億5,580万3,000円となっております。

最後に、５ページをお開きいただきたいと思

います。県の中小企業融資制度の融資状況でご

ざいます。16年から18年までの過去３カ年分の

融資実績をここに記載いたしております。また、

今、御説明いたしました産業立地貸付、さらに

フロンティア企業等育成貸付、そして代表的な

貸付で利用の多い貸付でございますが、中段よ

り下のほうに書いておりますが、経営安定貸付、

小規模企業サポート貸付、緊急経営対策貸付、

これにつきましては網がけをいたしております。

一番下、合計を書いておりますが、右端をごら

んいただきますと、19年３月末の融資残高をこ

こに記載いたしております。融資件数が8,687件、

融資残高が544億2,585万7,000円となっておりま

す。

なお、別に、委員の皆様方には「中小企業金

融のしおり」というのをお配りいたしておりま

す。それぞれの融資条件等につきましては、こ

ちらのほうに詳細を記載いたしておりますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。

○外山衛委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑等ございましたら、お願い申し上げます。

○福田委員 工業団地の件ですが、ちょうど私

もそのときおりましたから、今、記憶を新たに

しているんですが、テクノリサーチパークが造

成をやって、その後、フリーウェイ工業団地で

したね。テクノリサーチパークは当時の佐土原
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町の土地開発公社がやり、フリーウェイ工業団

地は県の土地開発公社がやったんですが、両方

とも現地をよく知っているんですが、フリーウェ

イ工業団地も非常にアクセス等についてはいい

なと当時思っていたんです。両方完成して、テ

クノリサーチパークのほうは、県の当時の工業

試験場が中心に立地しましたから、その後、進

出企業が張りついていったんです。フリーウェ

イはそのままになっているんですが、私はテク

ノリサーチパークでもかなり企業の進出に時間

がかかったと記憶しておるんですが、その場合、

よく聞かれることは、住環境まで整備しないと

なかなかですねということを言われました。

当時、テクノリサーチパークにはレストラン

がありませんでしたから、レストランをいろん

な工夫をしてつくってもらいましたが、現実は

レストランは閉鎖に追い込まれたですね。だか

ら、難しいもんだなと思っているんですが、テ

クノリサーチパークもそうですが、工業団地を

造成する場合には、事例から、住環境まで整え

ないとちょっと無理かなということを見ました。

フリーウェイ工業団地は交通のアクセス等につ

いては非常にいいんですけど、そこに立地する

企業の皆さん方も、住環境まではいきませんで

も、いわゆる日常のちょっとした食事の関連と

か、出勤・退社時の買い物等を考えた場合は厳

しいなということをテクノリサーチパークとフ

リーウェイ工業団地を比較して考えておったん

ですが、いろんな手だてを打っていますが、景

気がかなり上向きになりつつありますから、引

き合いも多いと思いますが、現況はどうですか。

○森企業立地対策監 宮崎フリーウェイ工業団

地への引き合いの状況でございますけれども、

これまで、いろんな企業の方をフリーウェイ工

業団地のほうにお連れいたしまして見ていただ

いたわけでございますけれども、現在のところ

は数件の企業が関心を示しておるというふうな

状況でございます。

○福田委員 過去は我々議会もみんな、もろ手

を挙げて賛成して建設したわけですが、これか

らは、ある程度立地する企業の意向等も聞いて

団地造成にかかったらいいのかなということを

考えておりまして、この前もお話を申し上げま

したが、工業団地というのは、どうしてもそこ

に働く方々のことを考えて企業は立地する。あ

とのまた物流の関係、物流だけがよくてもだめ

なんで、そういうのが両方かみ合わないとです

ね。ぜひ、テクノリサーチパークとフリーウェ

イ工業団地を比較しながら、今後の団地造成の、

市町村を指導される場合もひとつ材料にしてほ

しいなと思います。

それから、融資制度でありますが、それぞれ

の貸付金について倍率が違うんですが、平均、

原資に対してどれぐらいの協調融資倍率ですか。

○古賀経営金融課長 大体、協調倍率は２倍か

ら３倍の間ということでやっていますが、平均

いたしますと2.2ぐらいかなと思っています。

○福田委員 過去にもお話ししたことがあると

思うんですが、こういう金融機関の激しい競争

時代ですから、もう少し原資に対して協調融資

の倍率を引き上げるぐらいの努力をされたらい

いのかなと思います。

それから、もう一件、この融資利率プラス保

証料が乗るわけですわね。保証料が乗った場合

はどれくらいの融資利率になりますかね、平均

的に。

○古賀経営金融課長 金融のしおりをお配りい

たしておりますが、この５ページをお開きいた

だきたいと思います。上のほうに保証料率とい

うのがございまして、ＣＲＤ評点と左上のほう
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に書いております。要するに、企業の経営状況

によりまして、今、保証料率が変わっておりま

す。一番点数が低い場合は1.75、高い場合が0.4

という間になっております。

○福田委員 それが保証料として別にオンされ

るわけですわね。そこで、問題は、指定金融機

関に申し込む、保証協会に上がっていく、ここ

でのキャッチボールが始まるわけですわね。金

融機関は「保証協会がちょっと」、保証協会は「地

元の金融機関がちょっと」と、このキャッチボー

ルが非常に多いわけでありますが、救済と言い

ながら、保証協会の貸し倒れ等についても将来、

償却しなくちゃなりませんから、大変問題があ

るんですが、存続あるいは可能性として、ベン

チャーあたりがあるんでしょうが、あるものに

ついてはこの見きわめが難しいと思いますが、

保証協会と金融機関のキャッチボールはできる

だけ簡単にして、融資ができるようなことにな

らなければ、せっかくつくった中小企業の融資

制度、効果をあらわさないんではないかと思う

んですが、しかし、一方では貸し倒れという問

題がありますから大変厳しいんですが、いかが

ですか。

○古賀経営金融課長 今、福田委員がおっしゃ

るように、中小企業の方々は困っていらっしゃっ

てすぐお金が欲しいわけですから、融資を申し

込んでお金が出るまでの期間というのはできる

だけ短いほうがよかろうと思っております。さ

らに、保証につきましても、今は保証協会だけ

ではなくて、銀行さんに行きますと民間の保証

も使っているというようなことを伺います。で

すから、これからの保証のあり方については、

さらに金融機関、保証協会のほうともよく話し

合っていきたいと思っております。

○権藤委員 いただきました資料の１の雇用の

達成状況の18年度のところですが、最終雇用予

定者数というのが17年から18年にかけまして非

常に減っておる。現在の雇用者数というのも千

四百何十人減っている。これは、93社の中の何

か状況が―原因を聞かせてください。

○森企業立地対策監 平成18年度、665名という

最終雇用予定者数になっておりますけれども、18

年度に誘致した企業が16件でございます。な

お、16年度に誘致した企業が33件、それから17

年度が26件ということで、誘致企業の数が増え

れば最終雇用予定者数が増えるというふうな状

況になっております。

○権藤委員 2,917から665、1,622から198、こ

れは93社の誘致企業の中に撤退とかがあってこ

ういうことなんでしょうか。この表の継続して

見ることを含めて、例えば、17年から18年の数

字が減るということは、企業がどこかに行った

りしたのかどうかという、そういう解釈ではな

いのかということです。

○森企業立地対策監 誘致企業の場合は、立地

調印式のときに計画された数字、これを最終雇

用予定者としております。その後、企業が工場

を建て、従業員を雇ってというふうな経過をた

どりますので、どうしても最終雇用予定者数を

満たすまでには若干の時間がかかるということ

でございます。

○権藤委員 聞いておるのは、93社がずっとい

くんだったら、17年末の2,917というのは、93社

がどこかへ行かん限りは2,917というのは変わら

んのじゃないかと。1,622という現在の雇用者と

いうのも、景気が悪くなって50人減ったという

ことはあるかもしれんけど、198との連続性はあ

るんですか、ないんですかということを聞いて

おります。

○森企業立地対策監 17年度の2,917名に対す
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る1,622名。この数字は、17年度に誘致した企業

が19年の６月現在で調査した時点で1,622名採用

しているという数字でございまして、今後、年

数が経過をしていきますと、現在の雇用者

数1,622名というのは今後増加する可能性のある

数字でございます。

○権藤委員 17と18は連続性はあるんですか。

○森企業立地対策監 連続性はございません。

○権藤委員 私の理解不足かも知らんけど、93

社のアンケートを14年から18年対象でとって、

その間の最終雇用予定者数というのは私は増え

ていくという理解をしていたんですよ、継続性

があればね。それが18年になってぽこっと大き

な数字が減っているので、93社のアンケートと

いうのが……。

○森企業立地対策監 すみません。この表に立

地件数を加えておりませんでしたけれども、例

えば、14年度に立地した企業全体を合計いたし

ますと349名の雇用の計画がございまして、これ

が19年６月現在に調査した時点で、この349名の

雇用予定者数に対して、今現在、何名雇用して

いるかという表でございます。

○権藤委員 後で聞きます。

次に行きます。２ページの誘致の補助金を50

億円ということにしたんですが、細部のルール

が私もわからないんですが、例えば富士通のプ

ラズマ等は造成その他は終わりかなとも思うん

ですが、こういう場合に、今できた助成額との

関係で、既存のものについては適用を受けない

とか、そういったもの等で、あそこは何か正社

員以外も含めると1,000名ぐらい増えるんだとい

う説明を工場見学で聞いたんだけれども、補助

対象の始まるときとか、今回の補助の増額を含

めて、お願いします。

○森企業立地対策監 今回の企業立地促進補助

金の施行につきましては、今、７月１日を一応

予定しております。したがいまして、今回の新

しい補助金の交付要綱につきましては、７月１

日以降に立地調印をした企業から適用するとい

うことでございます。

○権藤委員 わかりました。

３ページの今回の補正の融資枠の話と、５ペー

ジの実績表を見たときに、融資枠、これが仮に18

年度だったとしますと820億に対して304億です

よと、こういう解釈でいいんですかね。年度を

ちょっとずらしますけど、今回準備する融資枠。

○古賀経営金融課長 補正後でございますけれ

ども、新規融資枠が450億、既存の部分に係るも

のが約370億ということです。

○権藤委員 ５ページの一番下の融資トータル

枠があるじゃないですか。これが今回、補正で

１年違うわけだけれども、仮に実績と予算とい

う意味で見ると、ことし800億補正で用意しまし

たよと、それに対しては、昨年の例ですけど、304

億でしたと、そういう見方でいいのかどうかと

いうことです。

○古賀経営金融課長 そのとおりです。去年は

実績に書いてありますとおり新規融資は304億で

すね。これに対応する部分が今年度、融資枠と

いたしましては450億用意をいたしておると、そ

の残りの部分については過年度分に対応する部

分だということです。

○権藤委員 例年、消化率というか、枠ですか

ら、余裕があって当然いいわけですけど、50％

ぐらいですか、40％ぐらいですか。

○古賀経営金融課長 昨年度は60％ぐらいの消

化率でございましたが、その前年度、前々年度

は40％台ということで低うございます。

○権藤委員 わかりました。

○矢野新産業支援課長 先ほど、権藤委員の１
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ページの数字の件ですけど、ちょっと説明させ

てもらいます。14、15、16、17、18、各年度に

おいて立地調印した企業が１個ずつ最終雇用者

数を挙げたものを足し上げたものです。ですか

ら、17年度、2,917人は、「ＦＨＰ」とか「デル」

とかありましたけれども、こういう大型の企業

やその他を含めた26社分が最終雇用予定者とし

て挙げたものです。その下の1,622ですけれども、

これは、例えば、デルが調印したときに、計画

として５年間で採用していきますということで、

ここの年度では最初の年度の雇用者数しか挙げ

ていません。それと15年度ですが、逆に増えて

いますけれども、これは最初、５人ぐらいの雇

用予定だったのが今、50人になっているとかい

う企業等がありまして、こういう数字が挙がっ

てきているところでございます。以上でござい

ます。

○権藤委員 私は、誘致の累積というか、貢献

度というものを見る資料として見ていたもんで

すから、そういう質問をしました。理解しまし

た。

○前屋敷委員 正社員、非正社員の割合が資料

で出されましたけれども、非正規社員雇用

が7,513名ということで、回答率は63.7％という

ことですので、引き続き、雇用の実態を調査し

ていただいて、私は、誘致企業ですから、非正

規でなくて、やはり正規というものを追求して

いただきたいというふうに思うんですよね。そ

ういう観点から、再度といいますか、継続して

調査と要請、指導、お願いしたいというふうに

思います。

○外山衛委員長 では、お願いしておきます。

それでは、終了いたします。皆様、御苦労さ

までございました。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午前11時49分再開

○外山衛委員長 委員会を再開いたします。

まず、協議事項でございますけど、７月17日

から19日にかけて実施いたします県南調査につ

いてでありますけれども、前回委員会での一任

を受けまして、正副委員長のほうで調査の日程

案をお手元の資料１のとおり決定いたしました

が、ごらんいただきたいと思います。

○外山三博委員 これは１泊で、後、帰ってく

るんでしょう。これは予算がそうなっているん

ですか。前は大体２泊しておったものですが。

○外山 衛委員長 必ずしもそうでもなくて、

２泊でもできるんですが、たまたま行程が宿泊

はしなくてもいいだろうという判断だと思いま

す。だから、これが遠くであれば、もちろん宿

泊もできるということですね。

○鳥飼委員 商工会議所とかはわかるんですけ

ど、この選定理由、行ってどこ辺を見ようと、

ちょっと選定理由を説明してください。

○権藤委員 私も同じです。要するに調査の角

度、目的、そういうものを若干事務局から説明

を。

○外山衛委員長 私からします。たまたま私、

地元でございますから。

○権藤委員 全部の説明を。

○外山衛委員長 まず、「ＪＳＴイノベーション

サテライト宮崎」及び「ウッドエナジー協同組

合」「京屋酒造」を挙げております。

まず、「ＪＳＴイノベーションサテライト宮

崎」、ここは科学技術の振興基盤の整備及び産学

官の共同研究の概要等について説明をいただき

ます。

「ウッドエナジー協同組合」では、木材産業
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の現状及び事業内容についての説明をいただき、

施設の視察をしたいと。もちろん重複する方も

いらっしゃいます。

「京屋酒造」におきましては、事業内容につ

いて伺って、施設を視察するという簡単な現場

視察でございます。甕雫（かめしずく）のメー

カーです。

翌18日、「日南商工会議所」及び誘致企業

「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」を挙

げております。会議所におきましては、日南市

における産業振興事業、今進めているものがご

ざいますので、それについて話を伺う、また、

アドバイスをしていきたいと思います。「ユー・

エム・シー・エレクトロニクス株式会社」では、

施設を視察した後、事業内容等について説明を

いただくと。「ユー・エム・シー・エレクトロニ

クス」につきましては、2005年に宮崎工場を誘

致、新設しまして、富士通日立プラズマディス

プレイ関連の部品もつくっている会社だそうで

す。この日は、調査箇所が宮崎市内でございま

すから、日帰りとなります。

最終日19日、「トランスコスモスＣＲＭ株式会

社」を候補先として挙げています。「トランスコ

スモスＣＲＭ株式会社」は、誘致企業として平

成13年11月に設置をされておりまして、コール

センターでございます。今度、駅前に新たにコー

ルセンターを増設したようですから、そこに伺

うようにしております。

以上が主な訪問先の概略です。

○星原委員 せっかく委員長、副委員長でこう

やって決めていただいているんですが、県土整

備部がこれだけの説明をしたんですよね。新分

野に進出したとか、そういったところあたりに

も１社か２社か行って、現実に会ってみて、ど

ういう課題があるのか、これは全部、来ている

ところの企業の話だけであって、今後に向けて

はやっぱり新分野に進出した企業あたりの話の

課題とか、状況あたりも一方では調べたほうが

いいんじゃないかなという感じはするんですよ

ね。

○外山衛委員長 おっしゃるとおりです。実は

第１回目の概要説明が商工が主だったもんです

から、商工に偏ったような傾向があります。で

すから、もし、あれであれば県北調査のほうで

逆にむしろ重点を置いて行程を組んだらと思い

ますが、いかがでしょう。

○権藤委員 それと、その華々しい話はないだ

ろうけど、 現地を見れば、もう何となくわかる

所もあると思うので、５人、10人の事業を始め

るようなところもあると思うんです。だから、

現場を見て、簡単な説明を受けるということで

１カ所ぐらいはどこか入れてもらいたいと思う

けれども、そんなふうにスケジュールを組みか

えてもらったら。

○外山衛委員長 時間も余裕ありますからね。

そのことは正副委員長で協議して、極力、取り

入れるように検討いたします。星原委員の話は

県北でよろしいですか。

○星原委員 いいですよ。入れてください。

○外山衛委員長 お願いいたします。

出欠につきましては、書記がまた確認いたし

ます。

調査時の服装は「夏季軽装」、いわゆるクール

ビズで行きたいと思います。了解を得ておりま

すので、この格好でよろしいと思います。

８月７日から９日の県北調査につきましては、

今、星原委員からの御指摘もございましたので、

その調査先について御意見等ございますれば。

○外山三博委員 さっきの一覧表が出ておった

が、五ヶ瀬の水をつくる会社、ここもできたら。
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○外山衛委員長 了解しました。

きょう、この場で突然ですから、また要望等

がございましたら、書記を通じていただければ

日程に組み入れたいと思います。今の外山委員

の意見は組み込みたいと思います。

その他、県北調査先につきましては、できる

だけ早目に皆様に打診をしたいと思います。

○星原委員 県北は２泊にしてください。

○外山衛委員長 そうなると思います。県北は

五ヶ瀬も行けばですね。

それでは、県北調査先については、正副委員

長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日程は決定です。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午前11時59分再開

○外山衛委員長 委員会を再開いたします。

最後になります。７月23日の10時から委員会

を予定しております。資料請求とか何かござい

ますれば、今この場でなければ、また書記を通

じていただければと思います。

特にないようですので、次回の委員会の内容

につきましては、正副委員長に御一任をいただ

きたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山衛委員長 それでは、本日の委員会をこ

れで終了いたします。

午後０時０分閉会


